
児童手当用所得証明書が必要な皆様へ 

 

➢ 五ヶ瀬町では所得等に関する証明として、請求に応じ次の証明書を交付しています。 

（１） 所得証明書 

（２） 課税台帳記載事項証明書（課税証明書） 

（３） 所得証明書（児童手当用） 

 

➢ ご確認いただきたいこと 

 提出先において、給与収入額の記載が必要とのことで「所得証明書（児童手当用）」の交付後、

「課税証明書」の交付を求められることがあります。 

「所得証明書（児童手当用）」の証明が必要な方につきましては、内容を提出先事業所でご確認の

上、申請されますようお願いします。 

 

➢ 主な記載内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「所得証明書等様式」をご覧ください。 

 

＜所得証明書等様式見本＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所得証明書】 

・各所得金額 

・給与及び公的年金等

の収入金額 

 

 

【所得証明書（児童手当用）】 

・児童手当法施行令第 3条第 1項

により計算した所得金額 

・扶養者の人数 

・同条第 2項第 1号の記載の各種

控除金額 

 

【課税証明書】 

左記所得証明書の記載内

容に加え以下の項目 

・所得控除額 

・扶養者の人数 

・課税標準額 

・町・県民税年税額 



町民課 税務グループ 

電話：0982-82-1704 

 
 

 

  

 


